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■ 会 長 報 告           内山 淑夫君 

新会員をご紹介します。今年の賀詞交歓会から

中部コーポレーションの杉山茂範君が加入しま

した。ＪＣで理事長の経験もあり商工会議所青年

部の部長もつとめたり、今まで多くの活動をして

きた方です。当クラブにふさわしい方を迎えるこ

とが出来てほっとしています。末永くお願いした

いと思います。 
さて、９日、１０日の藤枝南ロータリークラブ

杯サッカ－大会には開会式１５人、閉会式６人と

たくさんの仲間に集まっていただき盛大に開催

することが出来ました。ありがとうございました。

多くの会員が参加すると言うことは当クラブの

事業を実感することですから、そういう意味でも

意義があったと思うのです。 
この大会でインパクトのある出来事がありま

した。私が主催者挨拶をしているときに、ほとん

どの子供たちが死んだ目をしてうつむいていま

したがボールを１００個プレゼントすると言っ

たとたんに顔が持ち上がりざわめきが起きまし

た。やっぱり１００個なんですね。２５周年パー

ティ－でガバナ－にポリオへの寄付の目録をお

渡しするのですが、この金額もどーんといきたい

ものです。 
今年度も折り返し点を過ぎて、普通なら何やら

中だるみとなるところですが、年の瀬から新年に

かけて様々な行事が重なり、お陰様でたるむ余裕

がないのが実情です。明日は山梨にて職業奉仕セ

ミナ－です。ロータリークラブというところはな

かなかやるものだと痛感しております。 

 
 
 
 

■ 理 事 会 報 告         竹田 敏和君 

・1・2・3 月のプログラムについて、承認されま

した。2月 5日→2月 3日（水）節分例会に移動

になります。 

・2015-16 年度中間決算について、承認されまし

た。 

・節分例会について、2 月 3 日㈬11：00～12：30 

藤枝成田山で行われることが承認されました。 

・地区補助金について、山田次年度会長年度で行

われることが承認されました。 

・2016年度米山奨学生受け入れアンケートについ

て、次年度は辞退することで承認されました。 

■幹 事 報 告           竹田 敏和君 

・英字版ロータリアンがとどいております。 
・静岡新聞の「この人」に藤枝南ロータリーク 
 ラブ 25 周年記念の記事が掲載されました。 

■ 出 席 報 告            平原 望君 

本日のホームクラブ

出席者 
前回の補正出席者 

37／47 78.72％ 42／46 91.30％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○朝比奈君 ○小池君 池ヶ谷君 伊藤彰君 

鈴木寿君 川口君 鈴木照君 中村君 望月君 

森竹君 

■ スマイル B O X            平原 望君 

・会員誕生日のプレゼントありがとうございます。 

 私事ですが、1月 4日に第２子（長女）が産ま 

 れました。40 過ぎの妻に無理をさせましたが、 

母子ともに順調です。     中山 恵喜君 
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・誕生日プレゼントありがとうございます。満 64 

 歳になりました。       村松 章隆君 

・妻の誕生祝いありがとうございました。 

稲葉 俊英君 

・結婚記念日プレゼントありがとうございます。

今日は隣の部屋におります。   植田 裕明君 

・結婚記念日ありがとうございます。1/15 ですの 

 でいい思い出になります。   内山 淑夫君 

スマイル累計額  ４４５，０００円 

■ 外 部 卓 話                        

藤枝税務署長 伊藤 和義様 

 

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度） 

と国税システム 

１ 番号制度導入の趣旨 

 最初に、社会保障・税番号制度が導入された趣

旨についてですが、この番号制度は、社会保障給

付のために利用されるものです。 

 いうまでもありませんが、社会保障の給付は、

真に手を差し伸べる必要のある方に対して、的確

に行うことが重要です。 

 我が国においては、少子高齢化により高齢者の

増加と労働力人口の減少が続いており、また、格

差拡大への不安が高まっている現状があります

ので、これまで以上に、社会保障と税を一体とし

てとらえ、正確な所得等の情報に基づいて、適切

な社会保障給付を行っていかなければなりませ

ん。 

しかしながら、「正確な所得等の情報」という点

においては、現状、複数の機関に存在する個人の

情報について、これが同一の情報であるというこ

との確認を行うための基盤、インフラが存在しな

いため、誤った情報が、その個人の情報として把

握されてしまうおそれがあります。 

年金記録の管理に代表されるように、長期間に

わたって個人を特定する必要がある制度につい

ては、これをいかに適正に運用していくかが課題

となります。 

 年金記録を例にすると、現在は会社員から自営

業に転じたり、結婚して名字が変わるケースでは、

二重に年金番号が発行されていますが、これが持

ち主の分からない記録が生まれる原因になって

います。 

 また、日本人の氏名というのは大変複雑であり

ます。 

 このため、氏名による名寄せというのは極めて

困難であり、コンピューターソフトを使って解決

しようとしても、技術的に不可能となっています。 

 例えば「わたなべ」の「なべ」は「刀にしんに

ょう」以外にも外字が 64 種類あります。 

 また、「しんにょう」の点一つの氏名と点二つの

氏名では別の漢字と認識してしまいます。 

 このような状況のなかで、平成 19 年に「消えた

年金問題」が発生しました。 

 この結果、番号によって管理しなければ問題が

再発する可能性があるということで、番号制への

国民の理解が進み、番号制度の導入の背中を押す

こととなりました。 

 また、東日本大震災を受けて、災害対策も利用

分野に加えられることになりました。 

 以上、ご説明したとおり、番号制度は、いわゆ

る社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報

を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同

一人の情報であることを確認するために活用さ

れる社会基盤（インフラ）だということです。 

２ 番号制度でできること 

 次に、番号制度で何ができるようになるかです

が、ご承知のとおり、番号制度で付番される番号

には、「法人番号」と「個人番号」があります。 

 「法人番号」は、個人番号と異なり、利用範囲

に制限がなく、社会的なインフラとして官民問わ

ず、幅広い分野で利用・活用されることになりま

す。 

そして、住民票を有する全員に付番される「個

人番号」は、国や地方公共団体などで、社会保障、

税、災害対策の 3つの分野のうち、法律か自治体

の条例で定められた手続でのみ使用されます。 

 今日は、皆さんにとって、より身近な「個人番

号」について説明します。 

 これまで、国や地方公共団体等は、それぞれ個

人情報を分散して管理してきましたが、番号制度

による「個人番号」は、各機関が分散管理する個

人情報をつなぐ役割を果たします。 

 現在の予定では、まず、平成 29 年 1 月に、国の

機関どおしで情報連携を開始し、29 年 7 月には、

地方公共団体等も含めた情報連携である、情報提
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供ネットワークシステムを開始する予定です。 

 これによって、国や地方公共団体等における情

報連携が可能になり、様々なメリットをもたらし

ます。 

 具体的なメリットとして挙げられるのが、「公

平・公正な社会の実現」、「国民の利便性の向上」

そして、「行政の効率化」です。 

「公平・公正な社会の実現」としては、国民の所

得状況等が把握されやすくなり、税や社会保障の

負担を不当に免れることや不正受給を防止し、本

当に困っている方へのきめ細やかな支援が可能

になります。 

「国民の利便性の向上」として挙げられるのは、

社会保障や税に関する各種申請で、書類の添付が

減ることです。この点については後ほど詳しくご

説明します。 

 また、「行政の効率化」としては、国や地方公共

団体等における情報連携が可能になることで、各

機関での作業の無駄がなくなり、行政手続が、正

確かつスムーズになりますし、災害時の行政支援

においても、被災者台帳の作成等に活用されるこ

とになります。 

「個人番号」は、先ほど説明しましたように、国

や地方公共団体などで、社会保障、税、災害対策

の 3つの分野のうち、法律か自治体の条例で定め

られた手続でのみ使用されます。 

 番号制度の利用が開始されたこの 1月以降、雇

用保険、医療保険、福祉の給付や税の手続などで、

申請書等に個人番号の記載が求められます。 

 個人番号は、皆さんの生活の様々な場面で使用

することになります。 

 資料 1ページ 

① 児童手当の毎年の現況届の際に「市区町

村」へ個人番号を提示 

② 厚生年金の裁定請求の際に年金事務所

に個人番号を提示 

③ 証券取引や保険に入っている人が、配当

や保険金を受け取る際、証券会社や保険

会社に個人番号を提示し、金融機関が法

定調書に記載 

④ 従業員として雇用されている人が、勤務

先に個人番号を提示し、勤務先が源泉徴

収票に記載 

といった場面で個人番号を使用することに

なります。 

特に、④については、従業員を雇用している

すべての民間事業者に関係します。 

 便利さを実感できるのは、各種の手続時といえ

ます。 

 番号制度の具体的なメリットの一つ、「国民の

利便性の向上」で説明した、社会保障や税に関す

る各種申請時の「添付書類の省略」です。 

 先ほど説明しました、情報提供ネットワークシ

ステムを活用した、国や地方公共団体等の各機関

の情報連携が始まる平成 29 年 7 月からは、社会

保障・税関係の申請時に、課税証明書などの添付

書類が不要になるなど、面倒な手続が緩和されま

す。 

 資料 2ページ 

 年金受給開始を例に説明しますと、現在は、市

役所、税務署など複数の機関を回り、納税証明書

や住民票などの書類を手に入れてから、年金事務

所で手続をする必要がありますが、年金事務所に

納税証明などを提出せずに、番号付きで申請すれ

ば手続は終了になります。 

また、医療費の自己負担額が上限を超えた場合

に払い戻しが受けられる「高額医療費制度」申請

時も、所得証明書を取り寄せる必要がなくなり、

加入する保険に個人番号を伝えれば、手続は完了

になります。 

 さらに、引っ越しの際の転出・転入の手続をワ

ンストップでできるようになったり、児童扶養手

当の支給申請時に所得証明や住民票の添付が不

要になります。 

 税の分野においても、確定申告において、住宅

借入金等特別控除を適用する際に添付すること

とされている住民票の写しが不要になります。 

 また、災害時には被災者台帳作成に活用され、

罹災証明交付など行政支援が迅速になります。 

 このように添付書類を省略できるのは、行政側

では情報提供ネットワークシステムを経由して、

前の住所地の自治体や日本年金機構から所得情

報や年金情報を提供してもらうことができるか

らです。 

 その時に、申請者の情報を確実に特定するのが

個人番号なのです。 
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３ 安心できる番号制度の構築 

 このように個人番号の利用が拡大していくと、

個人情報の保護は大丈夫だろうかと心配になる

方もいらっしゃるかと思います。 

 今日、皆さんに最も説明したい点です。 

資料 3ページ 

 番号制度では、個人情報に関して、制度・シス

テムの両面から、様々な策を講じて、安心・安全

を確保しています。 

 日本は、番号制度を主要先進国の中で最後に導

入しており、他の国の失敗も見ているので、それ

も踏まえてルール作りをしています。 

 懸念として挙げられるのが、番号制度を導入す

ることで、 

・個人情報が外部に漏れないか 

・他人の個人番号で「成りすまし」が起こるので 

 はないか 

・政府などが国民の情報を一元管理し、それを勝 

手に使い、プライバシーを侵害しないか 

といった点だと思います。  

 まず、「成りすまし」に関してですが、諸外国で

「成りすまし」が起きる理由は、その番号が本人

のものであるかどうか確認せずに使っているか

らです。 

 そこで我が国では、個人番号を提供するときは、

その手続を行っている者が、その番号の正しい持

ち主であることの確認（身元確認）と番号が正し

いかの確認（番号確認）を厳格に行うよう規定し

ています。 

 次に、個人情報の漏えいや情報の一元管理に関

しての懸念ですが、まず、システム面の保護措置

について説明します。 

資料 4ページ 

 番号制度では、システム上の保護措置として、

個人情報を一元化する方法ではなく、従来どおり、

年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署とい

ったように分散して管理して、必要な情報は、個

人番号をキーにしてやりとりするネットワーク

が出来上がります。 

 また、この行政機関の間で情報のやりとりをす

るときも、個人番号を直接使わず暗号化した符号

を利用するほか、システムにアクセスできる人を

制限して、通信も暗号化して行います。 

 さらに、制度面においては、個人情報保護の措

置を講じています。 

 具体的には、法律に定めがある場合を除き、個

人番号を含む個人情報の収集・保管を禁止してい

るほか、特定個人情報保護委員会という第三者機

関が監視・監督を行いますし、法律違反の場合の

罰則も重くなっています。 

 また、番号制度では、平成 29 年１月から、自分

の個人番号を含む個人情報を、いつ、だれが、な

ぜ、照会し、どの情報を提供したのか確認できる

個人ごとのポータルサイト（マイナポータル）が

稼働する予定です。 

 紙で保存されているものは、コピーや盗み見さ

れても記録は残りませんが、番号制度では、この

マイナポータルにより、関連の情報を、どの役所

が、いつ、だれとやりとりしたかを番号の主に知

らせることができますので、これまでより安心で

きる制度だといえます。 

４ 国税関係のシステム 

 では、今回のテーマである、国税のシステムは

どうなのかというところを説明します。 

資料 5ページ 

 図の真ん中が国税庁のシステムです。 

 そして、左側の上の図が地方公共団体情報シス

テム機構で、国税庁と個人番号等の連絡をします。 

左側の下の図は法務省で、法人登録情報の連絡

を国税庁が受けます。 

そして、図の下の納税者は、申告書等を、イン

ターネットを通じたe-Taxや紙で税務署に提出す

ることを図にしています。 

国税の組織においては、納税者管理情報を扱っ

ているKSKシステムと電子申告データを扱ってい

る e-Tax の２つのシステムを使って、職員が業務

の処理を行っています。 

番号制度の導入後は、個人番号の確認などを行

う「公共番号管理システム」と法人番号の付番な

どを行う「法人番号システム」を新たに構築して、

地方公共団体情報システム機構や法務省とデー

タのやりとりを行うこととなりますが、これらの

システムは、外部とは遮断された専用回線となっ

ていて、通信も暗号化されています。この図でい

うところの緑の線のところです。 

また、局署で職員が行っている業務用パソコン、
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図の右側上の「業務用パソコン」ですが、このパ

ソコンのネットワークについても、「共通番号管

理システム」と同様に、外部とは遮断された専用

回線となっていて、通信も暗号化されています。

右側の緑の線のところです。 

税務署において職員が、納税者情報などに基づ

いて業務処理を行う際には、この専用回線でつな

がった業務用パソコンでしか処理できないシス

テムになっています。 

職員は情報収集のために、もちろんインターネ

ットも使用しますが、インターネット閲覧用パソ

コン、図の右側下の「インターネット用パソコン」

は、業務用パソコンとネットワークが「完全に分

離」しています。 

つまり、納税者情報を扱っている職員の業務用

パソコンは、インターネットでつながれた外部と

のネットワークからは、完全に遮断されています。 

このため、外部からの不正アクセスを受けるこ

とはありませんから、納税者情報の流出は防止さ

れています。 

皆さんは、昨年６月に起きた、日本年金機構の

情報流出と同じことが起きないかを心配される

と思いますが、この情報流失の原因の一つは、業

務用パソコンがインターネット接続環境下に設

置されていたことにあります。 

しかし、今お話ししましたように、国税のシス

テムでは、番号制度導入前から、インターネット

環境とは完全に分離した状態で業務を行ってい

ますので、外部からの不正アクセスを受けること

はありませんし、納税者情報の流出も防止されて

います。 

５ 最後に 

 最後に、国税庁ホームページでは、番号制度の

概要やよくある質問などを掲載したサイトを公

開していますので、是非活用してください。 

 本日は、マイナンバー制度と国税システムの関

連性、特に、国税のシステム上における納税者情

報の保護に関して、短い時間でしたが、概要を説

明させていただきました。 

 つたない説明でしたが、参考にしていただけれ

ばと思います。 

 

 

■ 今週の一言         早川 清人君 

 

 

 

 

 

 

 

健康のためにしていることは一切ありません。 
身体を気遣わないことが健康に繋がっているよ

うに思います。これじゃあダメだと分かっていま

すが…。 

■ 入 会 式                    

 

 

本日、杉山君が 

入会されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏 名 杉山
すぎやま

 茂
しげ

範
のり

 

勤務先 ㈱チューブコーポレーション 

役 職 代表取締役 

勤務先住所 藤枝市兵太夫 673-2 

 
この度、藤枝南ロータリークラブに入会させてい

ただきました㈱チューブコーポレーション 杉山

茂範です。藤枝市兵太夫で産業用・業務用ボイラ

の販売・修理・メンテナンス・及び付帯工事をし

ています。 
 以前よりお誘いをいただいていたのですが、

「ロータリークラブは自分ごときはまだまだ時

期尚早、いずれ力がついたら。」と考えていました。

未だ自分はそのレベルにはありませんが、様々な

活動によって立派な先輩方から刺激をいただき、

自分を高め、そして会社へフィードバック、さら

には社会貢献へと繋げていけたらと考えていま

す。 
 まだまだ未熟者ですが、宜しくお願い致します。 
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藤枝南ロータリークラブ杯サッカー大会

 
 
 

開 会 式 ： 1 月 9 日（土） 
閉 会 式 ： 1 月 10 日（日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 月のお祝い 
おめでとうございます！ 
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 (担当／渡邉芳君) 

例会日 クラブ行事 摘要 

1/22(金) 

第 1166 回 

五大奉仕委員長 

下期方針説明 
 

1/29(金) 

第 1167 回 
健康セミナー②  

2/5(金) 

第 1168 回 

節分例会  

2/3 に変更 
 

2/12(金) 

第 1169 回 

国際奉仕委員会

担当 
理事会 


